
18広報おみたま　2021.9

問い合わせ

防災管理課　危機管理室

☎ 0299-48-1111 （内線 1013）

※１ 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル５は必ず発令される情報で
はありません。

※２ 避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
※３ 警戒レベル３は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を

感じたら自主的に避難するタイミングです。

▼避難行動判定フロー ▼マイ ・ タイムラインを作ろう


